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六
・「
栄
広
山
清
浄
院
寺
記
」
に
み
る 

古
代
か
ら
中
世
の
越
谷
と
そ
の
考
察 

 
 
 
 
 
 
 

 

舩
岳  

知
康 

１
．
ま
え
が
き 

 

著
者
は
岩
井
茂
氏
で
あ
る
。『
寺
記
』
刊
行
に
あ
た
り
の
と
こ
ろ
で
、
清
浄
院
の
現
ご
住
職
（
第

二
九
世
）
は
、
岩
井
氏
に
つ
い
て
、
良
雄
上
人
（
第
二
六
世
）
の
代
よ
り
五
十
年
近
く
に
わ
た

り
当
山
の
事
跡
を
調
べ
て
こ
ら
れ
た
東
武
地
方
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。 

氏
は
『
清
浄
院
寺
記
』
を
記
す
に
あ
た
り
、
檀
家
の
皆
さ
ん
が
こ
の
土
地
周
辺
に
は
い
っ
た 

い
何
年
ぐ
ら
い
昔
か
ら
人
が
住
ん
で
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と

考
え
、
ま
ず
そ
の
点
か
ら
書
き
起
こ
す
こ
と
に
し
た
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

氏
の
考
え
に
基
づ
き
、
目
次
は
一
～
八
章
に
別
れ
、『
一
、
当
寺
周
辺
の
古
代
史
、 

二
、
平

安
時
代
、 

三
、
鎌
倉
時
代
、 

四
、
室
町
時
代
（
南
北
朝
時
代
）、 

五
、
室
町
時
代
（
中
期
）、 

六
、
室
町
時
代
（
戦
国
期
）、 

七
、
江
戸
時
代
、 
八
、
近
代
・
現
代
』
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

  

更
に
章
末
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
「
清
浄
院
に
係
わ
る
記
事
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
掲
載
さ

れ
て
い
る
記
事
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。（ 

）
内
は
寺
記
の
頁
を
表
す
。 

① 

三 

鎌
倉
時
代
、
■
清
浄
院
と
新
方
氏
の
関
係
（
３８
頁
） 

② 

五 

室
町
時
代
・
中
期
、
■
「
六
ケ
村
由
緒
著
聞
書
」
の
解
説
（
５３
～
６０
頁
） 

③ 

六 

室
町
時
代
・
戦
国
期
、
■
藤
原
様
（
新
方
様
）
と
は
（
７３
～
７４
頁
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
補
足 →

 

藤
原
様
の
お
堂
に
つ
い
て
） 

④
七 

江
戸
時
代
、
■
「
元
禄
八
年
大
松
清
浄
院
等
開
山
並
び
由
緒
書
」
の 

解
説
（
９７
～
１００
頁
） 

 

氏
の
著
し
た
『
寺
記
』
の
中
に
出
て
く
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
考
察
し
た
事
を
述
べ
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
（ 

）
内
は
本
文
の
章
を
表
す
。 

 

① 

三 

鎌
倉
時
代
、
▼
式
部
大
夫
重
清
と
は
誰
か
（
２
章
） 

② 

三 

鎌
倉
時
代
、
▼
新
方
氏
（
頼
員
）
と
は
誰
か
（
３
章
） 

③ 

五 

室
町
時
代
（
中
期
）、
▼
新
方
氏
（
頼
基
）
と
は
誰
か
（
４
章
） 

▼
武
州
太
田
主
と
は
誰
を
指
す
か
（
４
章
） 

▼
国
名
府
源
三
郎
紀
綱
と
は
誰
か
（
４
章
） 

④ 

五 

室
町
（
中
期
）、
▼
八
条
の
領
主
は
何
故
新
方
を
侵
略
し
た
か
（
５
章
） 

⑤ 

六 

室
町
（
戦
国
期
）、
▼
藤
原
様
（
新
方
様
）
の
お
堂
に
つ
い
て
（
６
章
） 

⑥ 

七 

江
戸
時
代
、
▼
開
山
塚
（
藤
原
塚
）
に
つ
い
て
（
７
章
） 
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２
．
鎌
倉
時
代
、
▼
式
部
大
夫
重
清
と
は
誰
か 

 
 ⑴ 

▼
（
寺
記
２
９
頁
か
ら
引
用
）
▲ 

 

一
二
一
三
年
（
建
保
一
年
）
五
月
三
日
、
鎌
倉
中
は
大
騒
動
に
な
り
、
侍
所
別
当
（
長

官
）
和
田
義
盛
が
敗
死
、
多
く
の
著
名
武
士
が
討
死
、
没
落
し
た
。
こ
こ
に
北
条
氏
の
執
権

体
制
は
確
立
し
た
。
こ
れ
を
史
上
和
田
合
戦
と
い
う
。 

 

五
月
一
七
日
、
大
河
戸
御
厨
内
の
武
蔵
国
埼
西
郡
八
条
郷
（
八
潮
市
の
大
半
）
の
領
主
山

内
左
衛
門
尉
政
宣
は
、
和
田
合
戦
で
失
脚
、
式
部
大
夫
重
清
が
新
領
主
と
な
っ
た
。
地
頭
職

は
元
の
如
く
渋
江
五
郎
光
衡
（
八
条
氏
の
祖
）
に
安
堵
さ
れ
た
。 

◆
１
２
１
３
年 

８
４
代 
順
徳
、
建
暦
三
年
５
月
１
７
日
吾
妻
鏡 

先
次
郎
左
衛
門
尉
政
宣
の
所
領
で
あ
る
武
蔵
国
大
河
戸
御
厨
の
中
の
八
條
郷
を
式
部
大
夫
重

清
に
与
え
た
。
但
し
地
頭
の
渋
江
五
郎
光
衡
は
従
来
の
通
り
安
堵
す
る
と
の
仰
せ
が
あ
り
、

相
模
守
（
北
条
義
時
）
と
大
官
令
大
江
廣
元
が
こ
れ
を
差
配
し
た
。 

（
補
足
）
先
次
郎
政
宣
： 

確
証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
土
肥
遠
平
（
ど
ひ
と
う
ひ
ら
）
の
息
子 

惟
平
（
維
平
、
こ
れ
ひ
ら
）
が
山
内
荘
地
頭
に
任
じ
て
山
内
先
次
郎
政
宣
を
名
乗
っ
て
い
た

可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。 

土
肥
氏
と
小
早
川
氏
は
土
屋
氏
（
始
祖
は
土
屋
宗
遠
）
の
同
族
と
し
て
和
田
義
盛
に
味
方

し
滅
亡
し
た
が
、
遠
平
は
無
関
係
を
貫
き
通
し
て
安
芸
国(
広
島
県
の
西
部)

沼
田
荘
を
安
堵

さ
れ
た
。 

（
補
足
）
大
河
土
御
厨
： 

現
在
の
松
伏
町
と
越
谷
市
に
ま
た
が
る
古
利
根
川
の
流
域
で
、 

北
側
を
下
河
邊
荘
（
下
河
辺
荘
）
に
接
し
て
い
る
。 

元
々
は
源
氏
相
伝
の
所
領
だ
が
平
家
が
押
領
し
て
い
た
ら
し
い
。 

中
川
沿
い
に
現
在
も
八
條
の
地
名
が
残
り
、
少
し
南
の
淵
江
（
ふ
ち
え
、
足
立
区
）
は
渋

江
の
転
化
ら
し
い
。 

◆
葛
西
式
部
大
夫
重
清
が
領
主
に
な
っ
た
と
書
い
て
い
る
資
料
も
あ
る
が
、
年
代
に
開
き
が

あ
る
。
奥
州
寺
池
（
て
ら
い
け
）
葛
西
氏
の
系
統
に
葛
西
高
清
重
清
な
る
も
の
が
い
る
が
、

生
没
年
が
（
１
３
１
３
～
１
３
６
５
）
年
で
、
百
年
の
開
き
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
該
当
し
な

い
と
考
え
る
。 

⑵
（
式
部
大
夫
重
清
と
は
） 

 

・
式
部
大
夫
の
後
に
名
前
（
名
字
が
無
い
）
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

・
普
通
は
、「
駿
河
式
部
大
夫
三
浦
家
村
」
の
様
に
記
す
。 

 

・
上
記
の
事
か
ら
、
鎌
倉
幕
府
に
近
い
人
物
（
御
家
人
）
で
、
幕
府
中
枢
に
も
名
前
の
通

っ
た
人
物
か
、
名
前
を
隠
す
理
由
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

⑶ 

★
【
結
論
】
そ
の
人
物
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
候
補
者
と
し
て
は
、
年

代
的
に
適
合
す
る
所
か
ら
、
一
人
は
三
浦
家
村
、
も
う
一
人
は
畠
山
重
清
（
長
野
三
郎
重

清
）
と
推
測
す
る
。 

➀
三
浦
家
村 

 

・
三
浦
家
村
は
三
浦
義
村
の
四
男
で
あ
る
。 
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・
三
浦
義
村
の
生
没
年
は
、
１
１
６
８
～
１
２
３
９
年
で
あ
る
。 

 
・
三
浦
義
村
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
相
模
国
の
武
将
。
鎌
倉
幕
府
の
有
力
御
家
人
。 

桓
武
平
氏
良
文
（
よ
し
ふ
み
）
流
三
浦
氏
の
当
主
・
三
浦
義
澄
の
次
男
（
嫡
男
）
。 

➁
畠
山
重
清
（
長
野
三
郎
重
清
） 

 

・
重
清
は
畠
山
重
忠
の
弟
で
あ
る
。 

 

・
重
清
は
平
氏
討
伐
に
も
名
を
連
ね
て
い
る
。 

 
 

 

・
畠
山
重
能
（
し
げ
よ
し
、
重
能
の
男
子
が
重
忠
・
重
清
）
の
妻
は
、
三
浦
義
明
の
娘
で

あ
る
。
ま
た
、
三
浦
義
明
の
男
子
に
三
浦
義
澄
、
三
浦
義
澄
の
男
子
に
大
河
戸
重
澄
が
い

る
。 

・
長
野
重
清
は
、
畠
山
庄
司
重
能
の
三
男
。
通
称
は
三
郎
。「
中
乃
三
郎
」
と
も
。
兄
・
重

忠
に
随
っ
て
各
地
を
転
戦
。
奥
州
藤
原
氏
と
の
戦
い
に
も
従
軍
し
た
。
そ
し
て
、
元
久
２

（
１
２
０
５
）
年
６
月
２
２
日
の
二
俣
川
の
戦
い
（
現
横
浜
市
）
で
兄
・
重
忠
が
討
た
れ

た
際
に
は
信
濃
国
の
畠
山
家
領
の
管
理
に
出
向
い
て
い
て
難
を
逃
れ
て
い
る
。 

 

（
補
足
）
「
桓
武
平
氏
諸
流
系
図
」
に
よ
る
と
、
重
清
は
「
被
誅
重
忠
之
後
」
に
自
殺
に
追

い
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
弟
の
畠
山
六
郎
重
宗
は
奥
州
に
い
た
と
「
吾
妻
鏡
」
に

記
さ
れ
て
い
る
が
、
重
清
は
重
忠
誅
殺
に
連
座
し
た
注
記
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
生
き

延
び
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。 

（
補
足
の
出
典
）
柿
生
文
化
を
読
む
シ
リ
ー
ズ
「
鶴
見
川
流
域
の
中
世
」
稲
毛
庄
の
定
説

を
見
直
す 

～
稲
毛
庄
と
畠
山
氏
の
関
わ
り 

 

３
．
室
町
時
代
（
中
期
）、
▼
新
方
氏
（
頼
員
）
と
は
誰
か 

 

⑴ 

▼
（
寺
記
５
３
頁
か
ら
引
用
）
▲ 

 
 

「
そ
の
先
祖
千
葉
氏
の
余
裔
、
新
方
大
領
頼
員
（
よ
り
か
ず
）
は
源
義
家
朝
臣
の
催
促
に

応
じ
奥
州
に
て
戦
功
多
し
」
の
部
分
に
つ
い
て 

⑵ 

（
新
方
頼
員
と
は
） 

・「
前
太
平
記
・
前
九
年
の
役
」
に
よ
る
と
、
新
方
次
郎
頼
貞
の
名
が
み
ら
れ
る
が
、
頼
員 

（
よ
り
か
ず
）
で
は
な
い
。 

 

・
清
原
武
則
（
た
け
の
り
）
は
出
羽
（
現
在
の
山
形
県
と
秋
田
県
）
の
豪
族
で
、
新
方
次

郎
頼
貞
は
清
原
武
則
の
弟
で
あ
る
。 

⑶ 

★
【
結
論
】
新
方
頼
員
は
、
前
九
年
の
役
（
１
０
５
１
～
１
０
６
２
年
）
の
時
代
に
は
実

在
し
て
い
な
い
と
推
測
す
る
。 

 

・
新
方
頼
員
が
実
在
し
て
い
る
な
ら
、
１
４
世
紀
以
降
の
人
物
と
考
え
る
。 

理
由
は
、
新
方
の
初
見
は
１
３
０
５
（
嘉
元
３
）
年
で
あ
る
。 

 

４
． 

室
町
時
代
（
中
期
）、
▼
国
名
府
源
三
郎
紀
綱
と
は
誰
か 

 

⑴ 

▼
（
寺
記
４
７
頁
か
ら
引
用
）
▲ 
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「
六
ケ
村
栄
広
山
由
緒
著
聞
書
」
に
よ
れ
ば
、
一
四
一
四
年
（
応
永
二
一
年
）
春
に
葛
飾
郡

新
方
地
頭
職
、
向
畑
城
主
新
方
玄
蕃
丞
頼
基
（
よ
り
も
と
）
を
大
檀
那
と
し
て
一
山
仏
客
僧

坊
を
造
営
す
る
処
、
開
山
賢
真
大
和
尚
（
そ
の
姓
、
源
頼
政
一
七
代
の
武
州
太
田
主
、
国
名

府
源
三
郎
紀
綱
一
男
な
り
）
と
し
て
い
る
が
、
当
時
太
田
荘
は
関
東
公
方
の
直
轄
領
で
国
名

府
等
の
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
。 

(

補
足) 

➀ 

「
葛
飾
郡
新
方
地
頭
職
、
向
畑
城
主
新
方
玄
蕃
丞
頼
基
を
大
檀
那
と
し
て
」
に
つ
い

て
、
六
カ
村
栄
広
山
伝
説
（
２
６
９
～
２
７
２
頁
）
に
は
、「
人
皇
（
神
武
天
皇
以
後
の
天

皇
）
百
二
代
新
方
地
頭
職
向
畑
城
主
新
方
玄
蕃
丞
平
頼
基
大
檀
那
と
し
」
と
の
記
載
が
あ

る
。 玄

蕃
丞
（
げ
ん
ば
の
じ
ょ
う
）
は
、
宗
教
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。 

僧
尼
の
名
籍
管
理 

→
 

僧
侶
や
尼
僧
の
名
簿
を
管
理
し
、
度
縁
（
ど
え
ん
）
や
戒
牒

（
か
い
ち
ょ
う
）
の
発
行
を
行
っ
た
。 

➁ 

一
男
（
い
ち
な
ん
）
は
、「
⓵
一
人
の
男
の
子
、
⓶
長
男
」
の
見
方
。 

賢
真
上
人
を
、「
⓵
国
名
府
源
三
郎
紀
綱
と
解
す
る
、
⓶
国
名
府
源
三
郎
紀
綱
の
長
男
と

解
す
る
」
の
二
つ
の
見
方
が
あ
る
。 

➂ 

第
四
代
鎌
倉
公
方
は
、
足
利
持
氏
（
１
４
０
９
～
１
４
３
９
年
在
職
） 

 

⑵ 

▼
（
寺
記
５
５
頁
か
ら
引
用
）
▲ 

開
山
賢
真
上
人
、「
そ
の
姓
源
頼
政
一
七
代
武
州
太
田
主
、
国
名
府
源
三
郎
紀
綱
の 

一
男
な
り
」
と
記
し
て
い
る
が
、
当
時
の
武
州
太
田
（
宮
代
町
国
納
）
の
領
主
に 

こ
の
よ
う
な
人
は
い
な
い
の
で
誤
り
で
あ
る
。 

 

⑶ 

下
河
辺
庄
の
支
配
者
の
変
遷 

① 

「
吾
妻
鏡
」
治
承
４
（
１
１
８
０
）
年
５
月
１
０
日
条
に
は
「
下
河
辺
庄
司
行
平
」
と
見

え
、
こ
れ
以
前
、
下
河
辺
荘
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

②  

文
治
２
（
１
１
８
６
）
年
２
月
日
付
関
東
知
行
国
乃
貢
（
年
貢
）
未
済
荘
々
注
文
（
吾

妻
鏡
文
治
２
年
３
月
１
２
日
条
）
お
よ
び
文
治
４
（
１
１
８
８
）
年
５
月
１
２
日
付
後
白

河
法
皇
院
宣
（
吾
妻
鏡
文
治
４
年
６
月
４
日
条
）
に
「
八
条
院
領
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

鳥
羽
院
皇
女
八
条
院
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

③  

開
発
領
主
で
あ
る
下
河
辺
氏
は
承
久
の
乱
（
１
２
２
１
年
）
を
契
機
と
し
て
、
下
河
辺

氏
は
北
条
氏
の
被
官
（
ひ
か
ん
）
と
な
り
、
下
河
辺
庄
の
支
配
も
北
条
氏
に
移
っ
て
い
っ

た
。 

④ 

鎌
倉
後
期
、
皇
室
を
本
家
、
称
名
寺
（
山
号
は
金
沢
山
）
を
領
家
と
し
て
、
地
頭
金
沢

氏
（
金
沢
流
北
条
氏
）
一
族
が
当
荘
を
支
配
し
て
い
た
。 

⑤ 

元
弘
３
（
１
３
３
３
）
年
、
鎌
倉
幕
府
が
崩
壊
す
る
と
、
称
名
寺
の
所
領
も
建
武
政
府

（
後
醍
醐
天
皇
の
親
政
）
に
没
収
さ
れ
た
が
、
後
醍
醐
天
皇
の
勅
願
寺
と
い
う
理
由
か
ら 

す
べ
て
の
寺
領
が
安
堵
さ
れ
た
。
ま
た
、
金
沢
氏
の
地
頭
職
は
分
化
さ
れ
た
。 
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し
か
し
、
当
荘
の
地
頭
職
は
大
部
分
が
足
利
氏
に
移
っ
た
。 

⑥ 

観
応
年
間
（
１
３
５
０
～
５
１
年
）
の
も
の
と
思
わ
れ
る
小
山
氏
所
領
注
文
案
に
「
下

河
辺[

付
新
方]

」
と
あ
り
、
小
山
氏
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
出
典
）・
小
山
文
書
・
神
奈
川
県
史
資
料
編
３ 

・
小
山
氏
の
盛
衰
・
下
野
名
門
武
士
団
の
一
族
史
・
１
０
６
頁 

（
補
足
）「
所
領
注
文
案
」
と
は
、
中
世
日
本
に
お
け
る
土
地
所
有
に
関
す
る
文
書
の
一
つ
で

す
。
具
体
的
に
は
、
所
領
と
は
地
主
や
領
主
が
私
有
す
る
土
地
の
総
称
で
あ
り
、
注
文

案
は
そ
の
土
地
の
詳
細
な
リ
ス
ト
や
状
況
を
記
載
し
た
も
の
で
す
。 

⑷ 

【
結
論
・
そ
の
１
】
平
頼
基
は
、
新
方
頼
基
の
こ
と
で
あ
る
。 

頼
員
（
よ
り
か
ず
）、
頼
基
（
よ
り
も
と
）
と
名
付
け
ら
れ
る
実
例
は
多
い
。 

実
例
と
し
て
は
、
四
条
氏
の
親
子
（
頼
員
・
頼
基
）
、
そ
の
他
の
氏
に
も
見
ら
れ
る
。 

 

前
述
し
た
小
山
氏
所
領
注
文
案
か
ら
、
新
方
氏
は
藤
原
秀
郷
の
流
れ
を
汲
む
大
河
戸 

氏
の
末
裔
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。 

新
方
頼
員
は
１
３
５
０
年
以
降
の
人
物
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。 

新
方
頼
基
に
つ
い
て
は
、
寺
記
４
７
頁
に
あ
る
応
永
２
１
（
１
４
１
４
）
年
に
新
方
庄 

の
地
頭
職
で
あ
っ
た
こ
と
は
肯
定
で
き
る
。 

 

開
山
は
賢
真
上
人
で
あ
る
が
、
開
山
時
期
は
、
新
方
が
小
山
氏
の
所
領
と
な
っ
た
１
３ 

５
０
年
以
降
と
推
測
す
る
。 

 

⑸ 

《
武
州
太
田
主
と
は
》 

 

・
武
州
太
田
主
は
、
日
本
の
氏
族
で
あ
り
清
和
源
氏 

頼
光
流
に
属
し
て
い
ま
し
た
。 

彼
ら
は
戦
国
時
代
に
上
杉
氏
に
仕
え
た
一
族
で
、
特
に
太
田
道
灌
が
有
名
で
す
。 

摂
津
源
氏
の
流
れ
を
く
み
、
源
頼
光
の
玄
孫
（
や
し
ゃ
ご
）
頼
政
（
源
三
位
頼
政
） 

の
末
子
（
ば
っ
し
）
で
あ
る
源
広
綱
を
祖
と
す
る
。 

 

・
武
州
太
田
主
（
岩
槻
系
太
田
氏
） 

 
 

太
田
資
忠
（
＊
＊
～
１
４
７
９
年
）、
太
田
資
家
（
＊
＊
～
１
５
２
２
年
） 

 
 

太
田
資
頼
（
１
４
８
４
～
１
５
３
６
年
） 

 
 

太
田
資
正
（
太
田
三
楽
斎
、
１
５
２
２
～
１
５
９
１
年
） 

 
 

太
田
資
武
（
別
名
・
源
三
郎
、
１
５
７
０
～
１
６
４
３
年
） 

 

・
武
州
太
田
主
（
江
戸
系
太
田
氏
） 

 
 

太
田
資
康
（
１
４
７
６
～
１
５
１
３
年
）、
太
田
資
高
（
１
４
９
８
～
１
５
４
７
年
） 

 
 

太
田
資
行
（
別
名
・
源
三
郎
、
１
４
８
６
～
１
５
７
４
年
） 

⑹ 

★
【
結
論
・
そ
の
２
】
武
州
太
田
主
と
は
、
通
常
は
岩
槻
系
太
田
氏
を
言
う
が
、
武
州 

太
田
庄
の
太
田
氏
（
秀
郷
流
藤
原
氏
の
太
田
氏
）
も
、
意
に
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

 

⑺
（
国
名
府
源
三
郎
紀
綱
と
は
） 

◆
「
国
名
府
（
こ
く
な
ふ
）」
と
読
ん
だ
場
合
は
、
名
府
（
な
ふ
）
は
呉
音
で
（
の
う
）
と

発
音
す
る
の
で
、
国
納
（
こ
く
の
う
）
を
連
想
す
る
。 

https://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E9%A0%98-535235
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・
南
埼
玉
郡
宮
代
町
国
納
が
想
起
さ
れ
る
が
、
国
納
村
と
認
め
ら
れ
る
の
は
安
土
桃
山
時
代

（
１
５
９
０
年
頃
）
で
あ
る
の
で
該
当
し
な
い
。 

◆
「
国
名
府
（
こ
く
め
い
ふ
）」
と
読
ん
だ
場
合
は
、
次
の
様
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

（
補
足
）
名
府
（
め
い
ふ
）
と
読
む
例 

→
 

大
名
符
（
だ
い
め
い
ふ
） 

・
国
名
府
は
、
日
本
の
歴
史
的
な
行
政
区
分
で
、
令
制
国
を
総
称
す
る
呼
称
と
し
て
使
わ
れ

た
。 

国
庁
や
国
衙
と
呼
ば
れ
る
行
政
機
関
が
あ
る
場
所
を
国
府
と
呼
び
、
国
名
府
は
そ
の
周
囲

に
広
が
る
計
画
的
な
都
市
を
示
す
。 

（
出
典
）「copilot
、
生
成
Ａ
Ｉ
ツ
ー
ル
」 

 

・
武
蔵
国
は
、
当
時
２
１
郡
を
有
す
る
日
本
一
の
大
国
で
、
国
内
統
治
上
、
国
府
の
外
に

支
庁
で
あ
る
別
府
を
置
く
必
要
が
あ
り
、
熊
谷
と
越
谷
に
置
か
れ
た
と
さ
れ
、
こ
こ
か

ら
別
府
の
地
名
が
お
こ
っ
た
。《
埼
玉
県
史
・
熊
谷
市
史
》 

（
出
典
）
読
書
室
・
熊
谷
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

⑻ 

★
【
結
論
・
そ
の
３
】
寺
記
に
あ
る
『
そ
の
姓
、
源
頼
政
一
七
代
の
武
州
太
田
主
、
国 

名
府
源
三
郎
紀
綱
一
男
な
り
』
は
、
次
の
二
つ
の
解
釈
が
で
き
る
。 

➀
『
武
州
太
田
主
』
が
場
所
を
表
し
、『
国
名
府
源
三
郎
紀
綱
』
が
名
前
を
表
す
。 

『
国
名
府
源
三
郎
紀
綱
』
は
、「
国
名
府
・
源
三
郎
・
紀
綱
」
と
解
釈
で
き
る
。 

➁
『
武
州
太
田
主
、
国
名
府
』
が
場
所
を
表
し
、『
源
三
郎
紀
綱
』
が
名
前
を
表
す
。 

『
源
三
郎
紀
綱
』
は
、「
源
・
三
郎
・
紀
綱
」
と
解
釈
で
き
る
。 

源
広
綱
（
源
頼
政
の
末
子
）
の
子
孫
は
、『
綱
』
を
通
字
（
と
お
り
じ
）
と
し
て
い
る
。 

尚
、『
国
名
府
源
三
郎
紀
綱
』
の
実
在
を
裏
付
け
る
も
の
は
不
明
だ
が
、
賢
真
大
和
尚
が 

由
緒
あ
る
氏
を
出
自
と
し
て
い
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
。 

 

５
．
室
町
時
代
（
中
期
）、
▼
八
条
の
領
主
は
何
故
新
方
を
侵
略
し
た
か 

 

⑴ 

▼
（
寺
記
５
７
頁
か
ら
引
用
）
▲ 

一
五
〇
四
年
（
文
亀
四
年
）
正
月
、
八
条
の
領
主
八
条
兵
衛
尉
平
維
茂
（
こ
れ
も
ち
） 

 

は
兵
を
率
い
て
新
方
の
地
を
侵
略
せ
ん
と
し
て
小
林
郷
（
東
越
谷
）
に
攻
め
寄
せ
、
新
方
領 

 

主
の
新
方
次
郎
太
夫
頼
希
（
よ
り
き
）
と
対
陣
し
た
。 

 
 

数
日
の
間
挑
み
戦
っ
た
後
、
三
〇
日
に
頼
希
は
八
条
方
を
急
襲
し
追
い
崩
し
た
が
、 

 

深
入
り
し
て
敵
方
の
流
れ
矢
に
当
た
り
落
命
し
た
た
め
、
新
方
勢
は
大
敗
し
た
。 

こ
の
結
果
、
向
畑
の
館
は
八
条
方
別
府
三
郎
左
衛
門
が
守
り
、
新
方
郷
（
六
か
村
）
は 

八
条
方
の
領
有
す
る
所
と
な
っ
た
。 

（
補
足
） 

・
兵
衛
尉
（
ひ
ょ
う
え
の
じ
ょ
う
）
と
は
、
日
本
古
代
の
律
令
制
の
も
と
で
天
皇
に
近
侍 

し
、
宿
衛
等
の
任
に
あ
た
っ
た
者
で
あ
る 

・
平
維
茂
（
た
い
ら
の
こ
れ
も
ち
）
は
、
八
条
惟
茂
（
こ
れ
し
げ
）
の
こ
と
で
あ
る
。 

・
次
郎
太
夫
（
じ
ろ
う
だ
ゆ
う
） 
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新
方
大
領
頼
員
、
新
方
玄
蕃
丞
頼
基
、
新
方
次
郎
太
夫
頼
希
と
、
苗
字
と
本
名
の
間
の
通 

称
の
部
分
が
変
化
し
て
い
る
。
通
称
の
格
が
下
が
っ
た
様
な
印
象
を
持
つ
。 

⑵ 
時
代
背
景 

 

・
１
４
５
５
（
享
徳
４
）
年
、
足
利
成
氏
・
下
総
古
河
を
本
拠
と
す
る 

 

・
１
４
５
７
（
康
正
３
）
年
、
太
田
道
灌
、
江
戸
城
を
築
く 

 

・
１
４
８
６
（
文
明
１
８
）
年
、
扇
谷
上
杉
定
正
が
太
田
道
灌
を
誅
殺 

 

・
１
４
８
７
（
文
明
１
９
）
年
、
両
上
杉
が
衝
突 

→
 

長
享
の
乱 

 

・
１
５
０
４
（
永
正
１
）
年
、
八
条
方
よ
り
新
方
を
攻
め
る 

 

・
１
５
０
５
（
永
正
２
）
年
、
長
享
の
乱
終
結 

 

・
１
５
１
６
（
永
正
１
３
）
年
、
北
条
早
雲
、
相
模
を
平
定 

 

（
長
享
の
乱
） 

山
内
上
杉
家
の
上
杉
顕
定
（
関
東
管
領
）
と
扇
谷
上
杉
家
の
上
杉
定
正

（
没
後
は
甥
・
朝
良
）
の
間
で
行
わ
れ
た
戦
い
の
総
称
。 

⑶
★
【
結
論
】
八
条
（
武
蔵
国
埼
玉
郡
）
が
新
方
（
下
総
国
葛
飾
郡
）
を
攻
め
た
の
は
、
長 

 
 

享
の
乱
が
引
き
金
と
な
っ
て
起
き
た
侵
略
の
戦
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。 

ま
た
、
新
方
の
土
地
の
支
配
者
は
次
々
に
代
わ
り
、
１
３
８
１
年
に
小
山
氏
の
滅
亡
に 

 
 

よ
り
、
そ
の
所
領
は
室
町
将
軍
家
（
関
東
公
方
）
の
所
領
と
な
っ
た
。 

一
方
、
八
条
郷
は
鎌
倉
期
に
は
渋
江
氏
（
八
条
氏
の
祖
）
が
地
頭
の
職
に
あ
り
、
室
町

期
に
は
八
条
郷
の
地
頭
は
八
条
氏
で
あ
っ
た
。 

こ
の
様
な
両
者
の
違
い
も
、
戦
の
起
因
に
な
っ
て
い
る
と
推
測
す
る
。 

 

６
．
室
町
時
代
（
戦
国
期
）、
▼
藤
原
様
（
新
方
様
）
の
お
堂
に
つ
い
て 

 

⑴  

▼
（
寺
記
７
３
頁
か
ら
引
用
）
▲ 

越
谷
市
向
畑
一
、
一
一
一
番
地
先
の
路
地
を
入
る
と
小
さ
な
お
堂
が
あ
り
、
そ
の
中
に
、 

釈
迦
を
主
尊
に
、
観
音
、
大
日
様
を
種
子
の
梵
字
で
表
し
た
板
碑
が
祀
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
板
碑
は
な
ぜ
か
年
号
を
削
除
し
て
あ
る
が
、
形
態
的
に
見
て
室
町
中
期
の
作
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。 

俗
に
「
藤
原
様
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
「
新
方
様
」
と
も
呼
ば
れ
て
、
地
元
の
人
は
じ
め
多

く
の
人
達
の
尊
崇
を
受
け
、
大
正
の
末
ま
で
は
参
拝
人
が
多
く
て
、・
・
・
（
後
略
） 

（
補
足
）
室
町
中
期
と
は
、
１
４
世
紀
後
半
（
１
３
５
０
年
以
降
）
か
ら
１
５
世
紀
前
半 

（
１
４
５
０
年
以
前
）
を
指
す
。 

 

⑵
★
【
結
論
】
藤
原
様
と
は
、
新
方
氏
の
祖
で
あ
る
秀
郷
流
藤
原
氏
で
あ
り
、
新
方
様
と
は 

 
 

新
方
を
開
発
し
た
新
方
氏
（
秀
郷
流
藤
原
氏
を
祖
と
す
る
大
河
戸
氏
の
末
裔
）
で
あ
る 

 
 

と
推
測
す
る
。 

 

７
．
江
戸
時
代
、
▼
開
山
塚
（
藤
原
塚
）
に
つ
い
て 

 

⑴ 

▼
（
寺
記
９
７
～
１
０
０
頁
か
ら
引
用
）
▲ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E4%B8%8A%E6%9D%89%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E9%A1%95%E5%AE%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E7%AE%A1%E9%A0%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%87%E8%B0%B7%E4%B8%8A%E6%9D%89%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E5%AE%9A%E6%AD%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E5%AE%9A%E6%AD%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%9C%9D%E8%89%AF
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・
こ
の
寺
（
清
浄
院
）
の
開
山
由
緒
書
は
、
幕
府
寺
社
奉
行
の
調
査
に
よ
り
元
禄
８
（
１
６ 

９
５
）
年
に
書
き
上
げ
た
も
の
で
、
開
山
賢
真
上
人
は
実
際
に
は
、
嘉
慶
元
（
１
３
８
７
） 

年
に
没
し
て
い
る
。 

・
現
存
す
る
板
碑
は
嘉
慶
２
（
１
３
８
８
）
年
７
月
銘
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
上
人
の
一 

周
忌
に
建
て
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。 

「
賢
真
上
人
」
と
刻
し
た
板
碑
と
し
て
は
、
宝
徳
元
（
１
４
４
９
）
年
７
月
２
８
日
と
刻 

し
た
も
の
が
現
存
し
て
い
る
。 

 

・
嘉
慶
元
（
１
３
８
７
）
年
よ
り
数
え
て
、
宝
徳
元
（
１
４
４
９
）
年
は
６
３
回
忌
に
当
た 

る
。 

 

・
こ
の
新
方
は
古
来
、
下
川
辺
庄
で
、「
秀
郷
流
藤
原
氏
」
の
後
裔
の
下
川
辺
氏
と
も
っ
と
も 

深
い
関
係
に
あ
る
。 

新
方
氏
も
、
幾
度
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
下
川
辺
行
平
と
兄
弟
で
あ
っ
た
大
河
戸
行
方 

が
最
初
に
大
河
戸
氏
を
名
乗
り
、
そ
の
末
裔
が
こ
の
新
方
を
開
発
、
新
方
氏
を
名
乗
っ
た
。 

・
応
永
２
１
（
１
４
１
４
）
年
春
は
、
賢
真
上
人
没
後
の
２
７
回
忌
に
当
た
り
、
新
方
頼
基 

が
清
浄
院
を
中
興
し
た
年
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

 

・
結
論
と
し
て
、
清
浄
院
の
寺
と
し
て
の
本
来
の
開
基
開
山
は
１
３
５
０
年
代
（
観
応
年
中
、 

１
３
５
０
～
５
２
）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
推
定
さ
れ
る
。 

（
補
足
）『
下
川
辺
行
平
と
兄
弟
で
あ
っ
た
大
河
戸
行
方
（
大
河
戸
氏
の
祖
）』
に
お
け
る
（
兄

弟
）
と
は
、
同
じ
親
を
も
つ
兄
弟
で
は
な
く
、
先
祖
が
同
じ
と
い
う
意
味
で
す
。 

⑵ 

★
【
結
論
】
開
山
塚
は
本
来
開
山
上
人
の
賢
真
上
人
を
供
養
し
た
も
の
で
あ
る
が
、 

藤
原
様
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
清
浄
院
の
開
基
に
あ
た
り
、
多
大
の
尽
力
を
し
た 

新
方
氏
（
秀
郷
流
藤
原
氏
の
末
裔
）
へ
の
尊
崇
か
ら
と
推
測
す
る
。 

⑶ 

★
【
結
論 ➡

 

清
浄
院
の
開
山
時
期
】 

清
浄
院
の
開
山
時
期
が
、「
舩
岳
が
推
論
し
た
時
期
（
本
文
５
頁
）」
と
「
岩
井
茂
氏
が 

寺
記
に
記
さ
れ
た
時
期
（
寺
記
45
頁
）」
が
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。 

 

・
舩
岳
の
推
測
：
１
３
５
０
～
１
３
８
７
年
（
賢
真
上
人
死
没
）
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

・
岩
井
氏
の
推
定
：
１
３
５
０
～
１
３
５
２
年
の
観
応
年
間
。 

 

８
．
あ
と
が
き 

  

考
察
不
十
分
な
所
（
考
察
が
飛
躍
し
て
い
る
所
）
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
関
係
諸
兄
の
ご

指
導
・
ご
鞭
撻
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 

特
に
気
に
し
て
い
る
所
は
、『
２
．
式
部
大
夫
重
清
と
は
誰
か
』
で
す
。 

 

長
野
（
畠
山
）
重
清
が
、
兄
・
重
忠
の
死
後
、
ど
の
様
に
幕
府
（
北
条
氏
）
に
奉
公
し
た
か

が
不
明
な
為
、
年
代
（
１
２
１
３
年
）
か
ら
可
能
性
を
頼
り
に
推
測
し
ま
し
た
。 

こ
の
点
は
、
歴
史
研
究
の
進
め
方
に
マ
ッ
チ
し
ま
せ
ん
が
、
三
浦
家
と
畠
山
家
は
三
浦
義
明

の
娘
が
畠
山
重
能
（
し
げ
よ
し
、
重
忠
の
父
）
の
妻
で
あ
る
関
係
も
あ
り
、
長
野
重
清
は
三
浦

氏
の
保
護
下
で
生
き
延
び
た
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
し
ま
し
た
。 


